
令和６年度
柳井市空家等対策協議会
資料①

• 本市での空き家率は、全国の傾向と同様に右肩上がりであり、全国平均、
県平均とも上回って推移しています。

参考︓空き家⼾数と空き家率の推移
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柳井市における空き家の状況



低 ← 危険度 → 高

空き家にな
る前 空き家 管理不全な

空き家 特定空家等

施策の分類

① 啓 発

⑦利活用

② 状況の把握

③ 相談の窓口

④ 適正管理

⑤ 除 却

⑥ 極めて状態の悪い空き家への対処

柳井市空家等対策計画の具体的施策

空き家計画の施策① 啓発
低 ← 危険度 → 高

空き家にな
る前 空き家 管理不全な

空き家 特定空家等

① 啓 発

 市のホームページを利用した啓発
山口県空き家ガイドブックや空き家バンク制度ともリンク

 チラシ送付による啓発
危険度の高い空き家の所有者等に送付
固定資産税納付通知書に空き家対策の啓発チラシを同封

 空き家対策セミナーの開催
県、本市周辺４町と協力して開催
令和６年度は９月２５日開催（２７名出席）



空き家計画の施策② 状況の把握
低 ← 危険度 → 高

空き家にな
る前 空き家 管理不全な

空き家 特定空家等

 所有者等の調査と情報提供
空き家等実態調査に基づき、危険度の高い空き家から順次

所有者を調査、特定し、空き家の状況と情報提供を行う。

② 状況の把握

空き家計画の施策③ 相談の窓口
低 ← 危険度 → 高

空き家にな
る前 空き家 管理不全な

空き家 特定空家等

 空き家対策全般の総合窓口の設置
都市計画・建築課に窓口を設置し、近隣住⺠や⾃治会等か

らの情報提供への対応、所有者側からの相談などに対応

 相談会の開催
県、周辺４町と協力して開催
弁護士、司法書士、宅建士、空き家バンク担当で相談受付
令和６年度は９月２５日開催（１６組参加）

③ 相談の窓口



空き家計画の施策④ 適正管理
低 ← 危険度 → 高

空き家にな
る前 空き家 管理不全な

空き家 特定空家等

 適正管理への支援
空き家所有者等への連絡、具体的な相談への対処等

④ 適正管理

空き家計画の施策⑤ 除却
低 ← 危険度 → 高

空き家にな
る前 空き家 管理不全な

空き家 特定空家等

 老朽危険空き家除却補助金制度の紹介
周囲に悪影響を与えるような空き家の除却を推進
現行制度での補助金上限額30万円

⑤ 除却



空き家計画の施策⑥ 特定空家等への対処
低 ← 危険度 → 高

空き家にな
る前 空き家 管理不全な

空き家 特定空家等

 立入調査の実施
特定空家等の認定に向けた立入調査を実施

 特定空家等の認定と指導
管理不全空き家や特定空家等に指定された空き家について

文書により指導、状況により勧告等を実施
 行政代執行

指導、勧告に従わず、周辺環境に危険を及ぼす特定空家に
は行政代執行を検討

⑥ 極めて状態の悪い空き家への対処

空き家計画の施策⑦ 利活⽤
低 ← 危険度 → 高

空き家にな
る前 空き家 管理不全な

空き家 特定空家等

 柳井市空き家バンクへの登録促進
状態の良い空き家は利活用を推奨

 不動産関係団体との連携
流通促進を図り、空き家数の減少を目指す

⑦ 利活用



解体費への補助⾦の課題
⽼朽危険空き家を解体する場合、これまで国庫補助⾦を活⽤し、最

大３０万円を交付する事業を実施してきたが、要件が厳しく、補
助額が比較的少ないこともあり、除却がなかなか進んでいない。

除却後の固定資産税の課題
空き家を解体して更地にすると、それまでの固定資産税の住

宅地特例が外れ、税額が上がり、所有者の負担感が増す。

状況把握の課題
遠方の所有者には、空き家の状況確認が難しい。

柳井市空き家対策 課題点の整理

1

2

3

除 却（拡充）
空き家の除却を進めるため、これまでの除却費補助⾦を⾒直し、
補助⾦の拡充を検討します

除 却（新規）
空き家を除却する場合に、固定資産税の住宅⽤地特例に
相当する措置を検討します

�

�

状況の把握（新規）
柳井広域シルバー人材センターによる「空き家・空き地⾒守り
サポート事業」がスタート

�

柳井市空き家対策 課題点への３つの対応

1

�

�

�

2

3



低 ← 危険度 → 高

空き家に
なる前 空き家 管理不全な

空き家 特定空家等

① 啓 発

⑦ 利活用

② 状況の把握 【新規】
（� シルバー人材センターとの管理協定）

③ 相談の窓口

④ 適正管理

⑤ 除 却 【新規・拡充】
（�� 除却後の固定資産税の住宅用地特例を継続措置）
（��� 解体費用の補助金を拡充）

⑥ 極めて状態の悪い空き家への対処

柳井市空き家対策 課題点への３つの対応

除 却（拡充）
空き家の除却を進めるため、これまでの除却費補助⾦を⾒直し、
補助⾦の拡充を検討します

除 却（新規）
空き家を除却する場合に、固定資産税の住宅⽤地特例に相当する
措置を検討します

�

�

状況の把握（新規）
柳井広域シルバー人材センターによる「空き家・空き地⾒守り
サポート事業」がスタート

�

柳井市空き家対策 課題点への３つの対応

1

�

�

�

2

3



シルバー人材センターとの協定
遠⽅の所有者が空き家になった実家等の状況を⼿軽に確認し管理で
きるよう、柳井市シルバー人材センターと空き家・空き地の適正管
理の推進に関する協定を締結しました。

柳井市の役割
・遠⽅等にお住いの所有者等から相談を受けた際、内容に応じて柳
井市シルバー人材センターの業務を紹介します。
・市のホームページ等でシルバー人材センターが⾏う空き家の管理
事業をPRします。
シルバー人材センターの役割
・所有者からの依頼があれば、有料で会員を現地に派遣し、写真を
付けて所有者に報告する「⾒守りサポート」を⾏います。
・報告により、所有者等から草刈りや庭木の剪定等の要望があれ
ば、オプション作業として別途⾒積もりの上、実施します。

15

見守りサポート事業のPR

シルバー人材センターとの協定

16

柳 井 市 柳井広域シルバー
人材センター

空き家等の
所有者等

⑤見守りサポート情報の提供

令和6年11月20日 協定締結

参考︓協定による空き家等の管理のイメージ



⾒守りサポートの内容
• 空き家等の外観を目視確認します
• 郵便ポストを確認します
• 敷地内の不法投棄や、侵⼊者の
痕跡を確認します

• 庭木や雑草の繁茂を確認します
• 現地を撮影し、報告書と一緒に
送付します

17

柳井市シルバー人材センター
では、遠⽅の所有者に代わっ
て空き家や空き地の状況を確
認し、お知らせする
「空き家・空き地

⾒守りサポート事業」
がスタートしました。

遠⽅の所有者の負担軽減と意
識向上により、空き家等の適
正管理に繋げます。

空き家・空き地
⾒守りサポート事業

空き家・空き地の所有者（依
頼者）のご負担額

１回あたり 3,000円
（事務⼿数料・消費税込、振込⼿数料は
依頼者負担）

柳井市ふるさと納税制度の
返礼品にもなっています。

さらに、雑草が繁茂して近隣に
迷惑を掛けていたりする時

▼
報告書を確認いただき、ご要望
によりオプション料⾦でシル
バー人材センターが敷地の植木
剪定や庭の草刈り等を承りま
す。

周辺の環境改善にも繋がります
のでご相談ください。

空き家・空き地
⾒守りサポート事業



除 却（拡充）
空き家の除却を進めるため、これまでの除却費補助⾦を⾒直し、
補助⾦の拡充を検討します

除 却（新規）
空き家を除却する場合に、固定資産税の住宅⽤地特例に相当する
措置を検討します

�

�

状況の把握（新規）
柳井広域シルバー人材センターによる「空き家・空き地⾒守り
サポート事業」がスタート

�

柳井市空き家対策 課題点への３つの対応

1

�

�

�

2

3

住宅⽤地の特例
住宅が建つ⼟地にかかる固定資産税が６分の１、または３分の１などに減額される

特例制度

住宅があると住宅⽤地の特例が適⽤
され、⼟地部分にかかる固定資産税
が6分の１などに減額される。

住宅が無くなると特例が解除
になり、固定資産税が上が
る。

除却

空き家の除却に係る住宅⽤地の
固定資産税の減免を検討

• 住宅が建っている⼟地は、住宅⽤地特例により⼟地に係る固定資産税が
軽減されています。

• ⽼朽空き家を取り壊し更地になった⼟地は、特例が適⽤されず固定資産
税が上がりますが、⽼朽空き家を除却する場合に、一定要件のもと、住
宅⽤地特例を継続できる措置を検討します。

• この住宅⽤地特例を継続させることで、⽼朽空き家の除却に消極的であ
る所有者の経済的負担を軽減させ、危険な空き家の未然防止に繋げてい
きます。



固定資産税減免のイメージ
・減免の額

①空き家除却後の⼟地の税額
－ ②その⼟地に住宅⽤地特例が継続しているとみなした場合の税額
＝ ③減免される税額
例︓①6万円 － ②１万円 ＝ ③５万円 →1年間の減免額

・減免までの流れと減免期間のイメージ
（令和8年4月に減免制度スタート、減免期間５年で制度設計した場合）

空き家の除却に係る住宅⽤地の
固定資産税の減免を検討

対象地の
確認申請 現地調査 減免該当

の確認
空き家の
解体

減免申請
と決定 減免の適⽤

R8.4月 R8.7月 R9年度課税から
５年間減免

R8.11月R8.10月R8.8月例①

R8.12月 R9.2月 R9.3月 R9.5月 R9.6月 R10年度課税から
５年間減免

例②

除 却（拡充）
空き家の除却を進めるため、これまでの除却費補助⾦を⾒直し、
補助⾦の拡充を検討します

除 却（新規）
空き家を除却する場合に、固定資産税の住宅⽤地特例に相当する
措置を検討します

�

�

状況の把握（新規）
柳井広域シルバー人材センターによる「空き家・空き地⾒守り
サポート事業」がスタート

�

柳井市空き家対策 課題点への３つの対応

1

�

�

�

2

3



空き家等に係る除却（解体）
補助⾦の拡充を検討

• ⽼朽化して将来倒壊の恐れのある空き家の除却を促進し、地域の住環境の
一層の向上を図るため、これまでの除却（解体）補助⾦の制度を⾒直しま
す。

• 補助上限額及び補助率の引き上げや、要件を緩和して対象を広げること
で、解体に消極的であった所有者等の後押しを目指します。

• 今回の⾒直しにより除却を促進し、⼟地の有効利⽤・流動化を進めます。

柳井市 現⾏ ⾒直し案

補助対象
⽼朽化し、周辺に危険を

及ぼす空き家等
（評点による家屋の危険度判定に基づく）

要件の緩和を検討します

補助額等
補助⾦ 最大30万円
補助率 3分の1

補助⾦ 増額を検討します
補助率 増嵩を検討します

空き家等に係る除却（解体）
補助⾦の拡充を検討

参考︓令和6年度での県内他市町の補助⾦の状況①
補助⾦の上限額 補助率 評 点 備 考

下関市 40万円／
60万円 2分の1 100点以上 中心市街地斜面地周辺地区は

上限60万円

宇部市 30万円／
50万円

3分の1／
2分の1 100点以上

跡地活⽤する場合のみ
地域活性化に活⽤＝50万円・2分の1
住宅新築＝30万円・3分の1

山口市 50万円 3分の1 100点以上

萩市 100万円 3分の2※ 100点以上 ※解体費の10分の8の3分の2
（約53％）を補助

防府市 50万円／
25万円 2分の1 100点以上

／50点以上
評点100点以上＝50万円
評点50点以上＝25万円

下松市 50万円 3分の1 100点以上



空き家等に係る除却（解体）
補助⾦の拡充を検討

参考︓令和6年度での県内他市町の補助⾦の状況②
補助⾦の上限額 補助率 評 点 備 考

岩国市 30万円 3分の1 100点以上

光市 50万円 3分の1※ 100点以上 ※解体費の10分の8の3分の1
（約26％）を補助

⻑門市 100万円／
150万円 2分の1 100点以上 延べ床面積200㎡未満=100万円

延べ床面積200㎡〜500㎡=150万円

美祢市 100万円 2分の1 100点以上

周南市 50万円 2分の1※ 100点以上 ※解体費の10分の8の2分の1
（40％）を補助

山陽
小野田市 50万円 3分の1 100点以上

空き家等に係る除却（解体）
補助⾦の拡充を検討

参考︓令和6年度での県内他市町の補助⾦の状況③
補助⾦の上限額 補助率 評 点 備 考

周防
大島町 30万円 3分の1 100点以上

和木町 － － － 補助制度なし
（空き家等対策計画未策定）

上関町 － － － 補助制度なし
（空き家等対策計画未策定）

田布施町 50万円 2分の1 100点以上

平生町 30万円 3分の1 100点以上

阿武町 100万円 3分の2 100点以上



除却（解体）補助⾦の増額

固定資産税の住宅⽤地特例に相当する減免措置�

�

シルバー人材センターとの協定＆⾒守りサポート事業

�

柳井市空き家対策 ３つの対応 スケジュール感

1

�

�

�

2

3

R6年度 R7年度 R8年度

減免措置の制度設計 対象地の調査・審査・決定等
→R9年度課税からの実施を目標

（事業実施）

R6年度 R7年度 R8年度

補助制度スタート補助制度の⾒直し設計

（事業実施）

R6年度 R7年度 R8年度
シルバー人材センターと協定締結
⾒守りサポート事業開始
ふるさと納税返礼品に追加

（事業実施）

28

柳井市
空家等対策
協議会


